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「消費生活相談窓口」
消費生活は誰もが当事者
1 人で悩まず、まず相談を

　悪質商法の被害や契約トラブルなどの心配事
を、誰にも相談できずに1人で悩んではいません
か？そんな時に相談できるのが、愛媛県消費生活
センターや、各市町の消費生活相談窓口です。
　「他人事と思わず、自分がトラブルに巻き込ま
れるかも、と興味を持ってほしい」と話すのは、
広報まさきで消費者力アップ通信を連載してい
る武田咲

さき

枝
え

さん。武田さんは、産業課の相談窓口
で毎週火曜日と第１金曜日に勤務しています。
　武田さんが大事にしているのは、まずは相談
者の話をしっかり聴いて不安を取り除いてあげ
ること。すべてのトラブルを解決することはで
きなくても、「本人が納得のいく処理をしてあげ
たい」と熱心に相談者の声に耳を傾けています。
　消費者問題は、「大人になってから急にではな
く、年齢に合わせて段階的に学ぶことが大切」と
話す武田さん。小学校に出向く出前授業では、オ
リジナルの「おこづかいゲーム」を使い、楽しく
お金の使い方や大切さを学べるよう工夫してい
ます。家庭での学習に武田さんがおすすめする
のは、家族との買い物やおこづかいの管理。普段
の生活を通して消費者意識を高めながら、困っ
たときは相談窓口に相談しましょう。
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1  電話でも、匿名
でも相談できます
よ　2  おこづかい
ゲームを使った楽
しい授業
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